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猿田　恵一（写真後列左から 1番目）
滝澤　福一（写真後列左から 2番目）
馬場　博　 （写真後列左から 3番目）
小林　源久（写真後列左から 4番目）
氏井　初枝（写真後列左から 5番目）
上原　富明（写真前列左から 1番目）
神成　真一（写真前列左から 2番目）

氏　名学校名
　一小
　二小
　三小
　四小
　五小
　瑞中
　二中

飯田　弘   滝澤　福一
石山　正志   田中　勝
神倉　小百合   堀池　佳子
久保田　敢司   牧野　壽義
鈴木　育雄   村上　豊子

氏　名 氏　名

������

�������	
������������

�������	����������	
���

�������	
��������

�����
��������	
���������������

箱根ケ崎地区 岡部　禎子
関塚　紀子

担当地区 氏　名
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試験区分　　　　　　　 　　 受 験 資 格

一般事務職 

一般事務職

上級Ⅰ

上級Ⅱ

中級Ⅰ

中級Ⅱ

短大卒業者
および

同等の学力
を有する者

大学卒業者

昭和58年4月2日以降に生まれた方
昭和53年4月2日から昭和58年4月1日ま
でに生まれた方で、1つの民間企業等に
おける職務経験が平成21年9月末日現
在で3年以上ある方
昭和60年4月2日以降に生まれた方
昭和55年4月2日から昭和60年4月1日ま
でに生まれた方で、1つの民間企業等に
おける職務経験が平成21年9月末日現
在で3年以上ある方

○受験資格
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団　長　大野　悦男（左前）
副団長　榎本　和己（右前）
副団長　古川　宗昭（左後）
副団長　関根　輝明（右後）

本　部

������

分団長　  丹生　守孝
副分団長 佐々木拓也

第1分団（長岡）
分団長　  村上　達也
副分団長 吉岡　昭夫

分団長　  村野　重徳
副分団長 酒井　清吾
第3分団（石畑）

第2分団（箱根ケ崎）
分団長　  吉岡　昇
副分団長 江川　智久

分団長　  関根　悟
副分団長 根岸　和広

第5分団（元狭山）

第4分団（殿ケ谷）

�������������������

�������	
����
�������������

�������	������

���
��������	�
����������

���
��������	�
����������

�������������������

���������	
����

　地区会館名　　　  管 理 者　　　　   申 込 先
殿 ケ 谷 会 館　　　榎本　雄一　　　榎本　雄一
石　畑　会　館　　　吉川　昌夫　　　吉川　昌夫
石畑中央会館　　　古川　幾一　　　古川　幾一
箱根ケ崎北会館　　 堀　　光男　　　小山　雅之
箱根ケ崎中央会館　　　山田　明弘　　　田嶋　和男
箱根ケ崎南会館　　　猪俣　藤雄　　　小倉　勝嗣
箱根ケ崎西会館　　　嶋貫　秀明　　　栁瀨　隆之
長　岡　会　館　　　長澤　秀昭　　　長澤　秀昭
長 岡 南 会 館　　　清水　敏守　　　清水　敏守
元 狭 山 会 館　　　　   西多摩農協元狭山支店長
むさしの会館　　　望月　隆政　　　小島　正

 町 内 名  職名　　   氏　名
愛 宕 町　正　　長澤　秀昭　

  副　　内野　徹也　
水 保 町　正　　清水　陸央　

  副　　下澤　章夫　
二本木町　正　　新田　龍也　　

  副　　塩澤　丈旦　
  副　　正木　邦明　

駒 形 町　正　　西島　治夫　
  副　　田中　文夫　

高 根 町　正　　岩田　良男　　
  副　　大野　芳一　

富士山町　正　　森田　正男　
  副　　森田　晃
  副　　小澤　吉行　

栗 原 町　正　　師井　恭男　
  副　　古宮　郁夫

松 山 町　正　　小俣　始　
  副　　太田　康夫　

旭 が 丘　正　　神谷　爲明　
  副　　畑山　政吉　
  副　　田川　國治　
  副　　若佐　年昭　
  副　　今　　勝弥　

さかえ町　正　　渋谷　俊悦　
  副　　松本　貞夫　
  副　　田中　忠二　

富士見町　正　　望月　隆政　
  副　　小松　達夫　
  副　　吉野　義信　

南 平 町　正　　渋谷　忠彦　
  副　　田嶋　芳明　

　　　　　副　　日吉　光夫　

 町 内 名  職名　　　氏　名
安 住 町　正　　榎本　雄一　
　　　　　副　　宮﨑　隆治　
表　　町　正　　池和田　貞夫　

  副　　中野　喜幸
仲　　町　正　　榎本　喜一　
　　　　　副　　古川　元　
中 芝 町　正　　中野　好三　

  副　　榎本　長司　
東 砂 町　正　　村上　文男　

  副　　髙橋　和男　
西 砂 町　正　　吉川　昌夫

  副　　鈴木　義昭　
　　　　　副　　山田　明　　
丸　　町　正　　渡邉　悦男　

  副　　鈴木　房二　　
神 明 町　正　　古川　幾一　

  副　　古川　和男　
表 東 町　正　　榎本　浩　

  副　　吉岡　和男　
表 上 町　正　　関谷　喜久雄　

  副　　新沼　洋　
上 仲 町　正　　栗𠩤　清　

  副　　石塚　澄男　
旭　　町　正　　小林　中　

  副　　吉岡　明　
東1丁目　正　　　未　定

  副　　　未　定
  副　　　未　定

西1丁目　正　　堀　　光男　　
  副　　齋藤　常夫　
  副　　矢野　祐男　

2 丁 目　正　　山田　明弘　
  副　　板橋　敏雄　   

　　　　　正　　田嶋　和男
 

 町 内 名  職名　　　氏　名
東3丁目　副　　吉野　一夫　　　　　　　  

  副　　小池　正子　　　　  
中3丁目　正　　山田　實　

  副　　田中　辰己　
  副　　安澤　隆司　

西3丁目　正　　嶋貫　秀明　
  副　　田中　政明　
  副　　藤井　政仁　

4 丁 目　正　　栗原　域年　
  副　　飯島　健司　
  副　　荒畑　晴夫　

5 丁 目　正　　中村　亨　
  副　　中村　誠　

6 丁 目　正　　中村　勝則　
  副　　　未　定　

7 丁 目　正　　猪俣　藤雄　
  副　　池谷　昌啓　
  副　　小川　峰義　

8 丁 目　正　　小倉　勝嗣　
  副　　髙水　正彦　

9 丁 目　正　　進藤　三千雄　
  副　　藤野　恒久　

松 原 町　正　　八木　久男　
  副　　石井　正次　
  副　　吉岡　　雄　
  副　　平岡　勝　

長 岡 町　正　　清水　敏守　
  副　　小野　芳雄　
  副　　青木　一幸　

東長岡町　正　　熊谷　昇　　
  副　　土岐　千賀子　

春 日 町　正　　小沼　博　
　　　　　副　　村山　高男　
　　　　　副　　清水　信明

行政連絡委員

   

　スポーツ広場名　　　　  管 理 者　　　　  申 込 先
石畑地区スポーツ広場　　  栗𠩤　清　　　　鈴木　松一
4 丁 目 グ ラ ン ド　　  栗原　域年　　　下田　喜一
　   　　    　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　進藤　三千雄
　　  　　　　　　　　　 　　　　　　    後藤　一夫
　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 太田　康夫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  清水　健二
栗 原 町 グ ラ ン ド　　  師井　恭男　　　大野　正
　 　 　 　 　 　 　　　 　　　　　　　　　　　　　　稲塚　雅
　　　　　 　　　　　　　     　　　　　　　有久　耕
武蔵野コミュニティグランド　　  神谷　爲明　　 若佐　年昭

地区会館管理者スポーツ広場管理者

 鈴木　尚俊

  小俣　始

進藤　三千雄

駒形・高根スポーツ広場

9 丁 目 グ ラ ン ド

殿　

ケ　

谷

石　
　

畑

箱 

根 
ケ 
崎

箱　

根　

ケ　

崎

長　
　

岡

長　

岡

元　
　

狭　
　

山

武　
　

蔵　
　

野

 地区  地区  地区

ひと紹介

40町内（未定2町内）
行政連絡委員（正40名、 副60名）東3丁目

元狭山スポーツ広場

（敬称略）
（敬称略）

（敬称略）
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児童手当・児童育成手当について

■児童手当
　小学校修了前の児童を養育している方が対象です。
●手当額
　第1子の場合…月額 5,000円
　第2子の場合…月額 5,000円
　第3子以降……月額10,000円
　※0歳から3歳の誕生月までは10,000円
●条　件
　前年の所得が一定の限度額以上のときは受けられません。
　また、公務員の方は勤務先での申請となります。

扶養人数 国民年金・年金未加入の方 厚生年金等加入の方

4人目以降、1人増すごとに38万円加算

0人
1人
2人
3人

460万円
498万円
536万円
574万円

532万円
570万円
608万円
646万円

　
●申請手続きに必要なもの
　○健康保険証（国民健康保険で厚生年金に加入されている方は、年金加入証明書）
　○申請の年の1月1日現在、瑞穂町に住所がなかった方は、申請年度の「課税証明書（所得・扶養人数・控除記載のあるもの）」
　　（1月から4月申請の場合は、前年度の課税証明書）　○請求者の銀行等の口座番号　○印鑑

■児童育成手当　
　18歳に達した日の属する年度の末日以前で、次のいずれかの状態にある児童を養育している方が対象です。
　①父または母が死亡した児童 　②父または母が生死不明である児童
　③父または母に１年以上遺棄されている児童 　④婚姻によらないで生まれた児童
　⑤父母が離婚した児童 　⑥父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
　⑦父または母が重度の障がい（身体障害者手帳１・２級程度）を有する児童
●手当額 
　児童１人につき月額13,500円 　
●条　件
　前年の所得が一定の限度額以上のときは受けられません。
●申請手続きに必要なもの
　○請求者および児童の戸籍謄本
　○申請の年の1月1日現在、瑞穂町に住所がなかった方は、申請年度の「課税証
　　明書（所得・扶養人数・控除記載のあるもの）」（1月から4月申請の場合は、
　　前年度の課税証明書）
　○父母の障害者手帳（⑦に該当する方のみ）　○印鑑
　○外国籍の方は外国人登録原票記載事項証明書

■児童育成手当（障害手当）
　次のいずれかに該当している20歳未満の児童を養育している方が対象です。
　①身体障害者手帳1・2級程度　　②愛の手帳1～3度程度
　③脳性マヒ、進行性筋萎縮症
●手当額
　該当児童1人につき月額15,500円
●条　件
　前年の所得が一定の限度額以上のときは受けられません。
●申請手続きに必要なもの
　○請求者および児童の戸籍謄本　○身体障害者手帳または愛の手帳
　○申請の年の1月1日現在、瑞穂町に住所がなかった方は、申請年度の「課税証明書（所得・扶養人数・控除記載のあるもの）」
　　（1月から4月申請の場合は、前年度の課税証明書）　○印鑑　○外国籍の方は外国人登録原票記載事項証明書

　　所得額とは、給与所得者については給与所得控除後の金額です。
　　所得から次のものを控除して、所得を確認してください。
　○一律控除8万円
　○医療費控除など所得額から差し引くものもありますので、詳しくはお問い合わせください。

4人目以降、1人増すごとに38万円加算

0人
1人
2人
3人

360万4,000円
398万4,000円
436万4,000円
474万4,000円

扶養人数 所得制限額

問合せ　福祉課　　557―7624

6月は児童手当の年度切り替え月です。
昨年度、所得制限で受給できなかった方も該当になる場合がありますので、5月中にお問い合わせください。
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